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健全な予算案 
アショック・デサイー（経済学者）による見解 
財務大臣とは政府の金庫番である。だから財務大臣は多くの要求と向き合ってきている。

中央政府はこの国の 6 分の 1 の収入が還元されており、多くの人々が更に浪費していくの

だろうかと気を揉んできる。それというのも収入と支出のバランスが経済に大きなインパ

クトを与えるが、税金も支出も非常に大きかったからだ。だから財務大臣は相当な労力を

良きにせよ悪きにせよ持っていることになる。そしてこの予算案の時期に財務大臣の存在

感は最も大きなものとなり、毎年 2 月になると常にその存在感を世に出している。 
 
プラナブ ムカジ-氏、現在の財務大臣は現政権で最も経験の豊かな大臣で、首相以上の経験

を有しているともいえる。彼が最初に財務大臣に就任したのは 1982 年で、その当時インド

は政治的不安定に悩まされており、IMF より緊急融資を受けていた。彼はそれを見事に好

転させ財務援助の終焉に成功し、その年のユーロマネタリー誌の投票で最も優れた財務大

臣に投票で選出されたくらいである。 
 
しかし彼は 1 年半程、別の時期に財務大臣を担当したが、その時はかなり向こう見ずに国

家の財政をコントロールしていた。昨年の総選挙で会議派を処理に導くため、相当気前よ

く地方の雇用対策や農民向けの借金棒引き策などを実施した。ひょっとしたらこの無節操

なバラマキ政策が功を奏して選挙に勝利し、財務大臣として就任できているのかもしれな

い。 
 
しかし今回は彼には上記のような政治的圧力はなく、経済上の難題もあまりない。経済状

況は2007-2009年の世界規模の不安定さを克服しつつあり、成長率も7.5%の見通しである。

国際収支は赤字だが、資本は流入しているので懸念要素がない。インフレ率は高いものの、

これはモンスーンの雨不足によるもので、政府として関与のしようがない。従って今回は

容易に予算作成ができたといえる。 
 
財務大臣は選挙前に実施した税率低減を元に戻しており、いくつかの税率は引き上げてい

る。税収を考慮し、下記に示した通り所得税や法人税にある程度の譲歩を示している。ま

た農業や園芸業及び代替エネルギー産業の機械輸入にも減免措置を施しており、これらは

共にインドにおいて非常に優先度が高いものである。これは 2 か月前に第 13 回ファイナン

ス コミッションで報告された税務改革案からのアイデアを前面に活用しており、また昨年

草案を提出した直接税草案からも活用している。現政権は少なくとも次回の総選挙の年、

2014 年までは政治的権力を維持できるため、思うに彼はこれらの施策を将来の予算で十分

に実行できる時間があると踏んでいるのだろう。 
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ダイジェスト 
 
直接税 
・ 法人税は変更なし 
・ 内国企業の加算税が 10％から 7.5％に下がる 
・ 最低代替税が 15％から 18％に上がる 
・ 個人所得税の対象額が緩和される 
・ 税務監査の基準が変更 
 
間接税 
・ 物品税が 10％に戻る 
・ GST 導入は 2011 年 4 月 1 日 
・ 関税とサービス税に変更なし 
・ インフラ関連製品の免税は特典 
 
貿易関連 
・ 注目分野‐農業とインフラ 
・ クリーンエネルギーに注力-革新的なプロジェクトへのファンド設立 
・ PSU  2500 億ルピー規模の政府保有株の売却 
 
社会関連 
・ 教育関連へ 3100 億ルピー割当 
・ 未整備分野の労働者への社会保障基金 
・ Bharat Nirman のもと地方のインフラの配分を増加 
・ 翌年度に向けての個人識別番号の最初の導入 
 
経済指標 
・ GDP 成長率は 7.2%の見通し 
・ 食品のインフレは 19.8% 
・ 外貨準備高は 2385 億ルピー 
・ 主要分野の回復 
 
予算案  
このセクションでは 2010 年 2 月 26 日に財務大臣より行われた重要な直接税と間接税に関

する提案を提示する。2010 年の直接税は通常 2010 年 4 月 1 日より適用するものだが、間
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接税は特別なものを除いて即時に適用となる。財務大臣は別途の草案を通してその他の修

正案も提示している。 
 
Finance Bill に含まれている提案は議会の追認が必要となる。 
 
 

直接税 
所得税 
・ 個人所得税、HUFs における税率表が変更された 

 

FROM TO 

Income Range (Rs) Rate (%) Income Range (Rs) Rate (%) 

Up to 160,000 Nil Up to 160,0001 Nil 

160,001 – 300,000 10 160,001 – 500,000 10 

300,001 – 500,000 20 500,001 – 800,000 20 

500,001 and above 30 800,001 and above 30 

・  

・ 1免税の上限につき女性が Rs 190,000 高齢者が Rs 240,000 でそれぞれ昨年と同様の上限。  

 
・ 個人所得税、HUFs 及びパートナーシップには加算税なし 
・ パートナーシップファームの税率は 30%で変更なし 
・ Profit Sharing 形式の企業体も税率の変更なし 
・ 法人税率は変更なし 
・  

COMPANY RATE (%) 

Domestic  30 

Foreign  40 

 
加算税は課税所得が 1000 万ルピーを超過した場合に適用。外国法人の加算税は 2.5%で変

更なし。内国法人の加算税は 10%から 7.5%へ引き下げられた。 
これは配当分配税と最低代替税に結果として影響する。 
 
・ 教育税 2%及び高等教育税 1%は変更なし 
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給与 
・ 重要な変更はなし 
 
事業利益 
・ 国外での技術提供はインドに関連する、もしくはインドで活用される場合、インドで課

税される。これは遡及的に適用される。 
・ 社会科学や戦略的研究に従事する承認された機関への寄付は 125%可能である。 
・ 居住者への以下の源泉徴収の支払いは所得税申告期限日かその前までに支払う必要が

ある。金利、コミッション、ブローカー費、プロフェッション費、契約やレンタルなど。 
・ 税務監査の基準が改正される。 

 上限が下記の通り引き上げられる 
 

 
Annual Turnover (Rs in millions)

From To 

Business  4 6 

Profession 1 1.5 

 
 法令遵守違反のペナルティーは 10 万から 15 万ルピーへ増加 

 
・ 小規模事業の仮定の上限は 4 百万から 6 百万ルピーへ変更 
・ 鉱山、石油などに関連する非居住者から提供されるテクニカルサービスの税率は所得税

法のセクション 44DA もしくは 115A が該当し、44BB は適用されない。 
・ 売上が 6 百万ルピーを超える非公開企業もしくは非上場の公開企業は LLP へキャピタ

ルゲインを支払うことなく制度や資産をそのままにすることができる。 
同族企業から他の同族企業や firm への公正価値以下での株式移転は受領者側で課税される。 
・ 最低代替税が会計上の利益の 15%から 18%へ引き上げられる。相殺に関する基準に変

更はない。 
・ 二つ星かそれ以上のホテルの建設及び運営を含む、インフラビジネスによる資本投資の

控除がセクション 35AD で認められ、2010 年 4 月 1 日より開始となる。 
 
キャピタルゲイン 
・ 重要な変更はなし 
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住宅からの利益 
・ 重要な変更はなし 
・  
その他の利益 
・ 重要な変更はなし 
 
免税 
・ 重要な変更はなし 
 
払い戻し、控除 
増加 
・ 社内の研究開発につき、費用が現行の 150%から 200%へと控除が認められる。また承

認された科学分野の研究は 125%から 175%の控除が認められる。 
 
延長 
・ 特別経済区域の免税された利益はそのユニットの売り上げを参照に計算し、ビジネス全

体の売上をもとにはしない。これは遡及適用となる。 
・ Central Government Health Schemeへの払込はセクション 80Dの恩恵が受けられる。 
・ 2005 年 4 月 1 日以降に承認された住宅関連プロジェクトの完了に関する期限が 1 年間

延長となる。商業関連エリアに関する基準が緩和された。 
・ デリー及び NCR におけるホテルやコンベンションセンター設立の時限措置が 4 か月延

長された（2010 年 7 月 31 日まで） 
 
導入 
・ 個人や HUFs によるインフラ関連の社債に投資した場合、２万ルピーまでセクション

80CCF の控除を得られる。 
 
 
源泉税 
・ 源泉税の未納や未控除のペナルティが 1.5%へと引き上げられた。 
・ 国内の源泉税の上限額が変更となった 

Nature of  Payment 
Limit (in Rs) 

From To 

 Winnings from lottery or crossword puzzle 5,000 10,000 
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国家高速道路計画 (Till November, 2009) 
(Length in KM) 

NHDP Component Total length Completed 4 lane Under 

implementation 

Balance for award 

of  civil works 

GQ 5,846 5,743 103 - 

NS-EW 7,142 4,439 2,066 637 

Port connectivity 380 244 130 6 

Other NHs 965 868 77 20 

NHDP Phase – III 12,109 1,089 2,714 8,306 

NHDP Phase - V 6,500 148 886 5,466 

NHDP Phase - VII  700 - 19 681 

Total 33,642 12,531 5,995 15,116 
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通信 

 

インドの携帯電話市場は世界第 2 位の規模になり 5 億 2500 万台にのぼる。 2009 年 10 月

31 日時点で申込者数は 5 億 6200 万件となる。第 11 回五ヵ年計画の 6 億台の約 85％を既に

達成している。普及率も 2006 年の 12.7％から 2009 年 12 月時点で 47.9%に急増。 
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あると考えております。しかしながら上記内容は法務、税務、会計及びその他のプロフェ

ッショナルアドバイスを意図したものではございません。個別案件におかれましては事前

にアドバイスを受けることをお勧め致します。 
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